
   

登録事項等変更届出について  

電気工事業を登録している業者の方は、下記の登録事項に変更があった場合には、変更届出

書の届出が必要です。  

記  

１   変更事項  

（１） 住所  

（２） 氏名又は名称  

（３） 電気工事の種類  

（４） 法人の代表者  

（５） 法人の役員  

（６） 営業所の名称  

（７） 営業所の所在地  

（８） 主任電気工事士の氏名及び免状の種類  

（９） 営業所の新設・廃止                                 等  

 

２   届出先等    

（１）届出先  〒２６０－８６６７ 

千葉市中央区市場町１番１号 千葉県庁中庁舎７階 

      千葉県防災危機管理部 産業保安課（電気担当）  

      電話：０４３－２２３－２７２２ ＦＡＸ：０４３－２２７－３５４８ 

受付時間：平日 午前９時～午後５時（土日祝日を除く） 

（２）届出方法 届出書類を一式用意し、持参又は郵送で申請してください。 

        窓口へ持参する場合、本人又は代理の方が申請してください。 

郵送する場合、郵送する前にＦＡＸで届出書類一式を当課へ送信し、 

当課の確認を受けてから郵送してください。 

なお、ＦＡＸ送信後、当課へＦＡＸ送信済であることを 

連絡してください。 

 

３   注意事項  

変更の届出にあたっては、 それぞれ添付書類が必要ですので次ページの一覧表を参考にし

てください。 なお、上記（１）～（３）については、手数料が必要となります。 

また、提出した「登録電気工事業者登録証」が手元に届くまで２週間程度かかります。   



 

登 録 事 項 等 変 更 届 出 書 添 付 書 類 一 覧 表 

変更する内容により下記のとおり必要書類が異なります。  

 

※ ●は必須。◎はどちらか。▲は第一種の場合は不要。  

△は内容により不要ですので問い合わせください。  

※ 千葉県内に住民票がある個人の場合は不要です。  

（住民基本台帳ネットワークシステムにて確認いたします。）  

№１ ㈲→㈱、㈱●●→㈱××等同一法人組織内での名称変更。  

｢法人設立｣｢事業の譲渡｣の手続は、｢譲渡承継｣。「相続」は「相続承継」  

№２ 行政による住居表示も手続き必要。(◎の代わりに「住所表示変更証明書」を添付)  

№６ 同一人での資格(第二種→第一種)変更の場合、誓約書・雇用証明書は省略できます。  

№８ 営業所とは、電気工事の作業の管理を行う店舗。(建設業法とは定義が違います)  

営業所を千葉県以外に設置する場合は、問い合わせください。   



 

（一覧表Ｎｏ．９）  

個人から法人へ組織の変更を行った場合は、下記により届出をしてください。  

また、個人から個人、法人の合併等は、下記説明の「個人」を「前登録者」、「法人」 

を「新登録者」と読み替えて手続きをしてください。  

記  

１．必要書類等  

(1)登録事項等変更届出書（様式第 11）  

(2)登録電気工事業者承継届出書（様式第６）  

(3)電気工事業譲渡証明書（様式第８）  

(4)法人の登記簿謄本 １通  

(5)誓約書  

(6)登録電気工事業者登録証  

(7)手数料 千葉県収入証紙 ２，２００円  

           ※千葉県収入証紙は、県庁中庁舎地下１階売店にて販売しています。  

２．記入上の注意  

(1)登録事項等変更届出書（様式第 11）  

①届出者の「住所・氏名又は名称・代表者の氏名」欄は法人の内容で記入すること。  

②「２変更事項の内容」の欄は，該当する項目のみ記入すること。  

③「３変更の年月日」は，法人の設立（登記）年月日を記入すること。  

(2)登録電気工事業者承継届出書（様式第６）  

①届出者の「住所・氏名又は名称・代表者の氏名」欄は法人の内容で記入すること。  

②被承継者は「個人」，承継者は「法人」になります。  

③「被承継者が登録を受けた……」の欄は，個人の登録内容を記入すること。  

④「承継者が登録を受けた………」の欄は，「登録なし」に○をする。  

(3)電気工事業譲渡証明書（様式第８）  

①「譲り渡した者」には個人，「譲り受けた者」には法人の内容を記入すること。  

②「１登録を受けた年月日及び登録番号」の欄は，個人の登録内容を記入すること。  

③「２営業所の名称及び……」の欄は，個人の登録内容を記入すること。  

④「３譲渡の年月日」は，法人の設立（登記）年月日を記入すること。 

譲 渡 承 継 



 

（一覧表Ｎｏ．10） 

登録を受けた電気工事業者（個人登録の場合に限る。）の方が亡くなったことにより， 

その電気工事業を相続した場合は，下記により届出をしてください。  

記  

１．必要書類等  

(1)登録事項等変更届出書（様式第 11）  

(2)登録電気工事業者承継届出書（様式第６）  

(3)登録電気工事業者相続同意証明書（様式第９） 

又は登録電気工事業者相続証明書（様式第 10）  

   ※相続対象者が１人の場合は「様式第 10」，複数の場合は「様式９」になります。  

(4)戸籍（除籍）謄本（登録者の死亡及び法定相続人全てが確認できるもの）  

(5)相続人の住民票 １通  

  （※千葉県内に住民票がある場合は不要です。  

住民基本台帳ネットワークシステムにて確認いたします。）  

(6)誓約書  

(7)登録電気工事業者登録証  

(8)手数料 千葉県収入証紙 ２，２００円  

            ※千葉県収入証紙は，県庁中庁舎地下１階売店にて販売しています。  

２．記入上の注意  

(1)登録事項等変更届出書（様式第 11）  

①届出者の「住所・氏名又は名称」欄は，相続人の内容で記入すること。  

②「２変更事項の内容」の欄は，該当する項目のみ記入すること。  

③「３変更の年月日」は，相続開始の年月日を記入すること。  

(2)登録電気工事業者承継届出書（様式第６）  

①届出者の「住所・氏名又は名称」欄は，相続人の内容で記入すること。  

②被承継者は「従前の登録者」，承継者は「相続人」になります。  

(3)電気工事業者相続同意証明書（様式第９）・電気工事業者相続証明書（様式第 10）  

①「証明者」は，  

    様式９の場合：選定相続人（事業を相続する者）以外の法定相続人全員が記名すること。  

様式 10の場合：相続人以外の２人以上が記名すること。  

②「被相続人」とは，従前の登録者のことをいう。  

③「相続開始の年月日」は，従前の登録者が亡くなった日とする。  

相 続 承 継 


